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訂正内容に記載のとおり、当社の取引金融機関からの融資の一部について、金融商品取引法上の提出期限を徒過した事

実に加え、損失計上先送りによる財務諸表等の虚偽表示が、表明及び保証条項と確約条項に抵触しています。 

  

そのため、平成24年６月29日に提出いたしました第144期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）有価証券

報告書について、利害関係人が当社の状況に関し、より適正な判断を行うために必要と認められる事項を記載するた

め、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

第一部 企業情報 

第２ 事業の状況 

４ 事業等のリスク 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

（１）連結財務諸表 

追加情報 

２ 財務諸表等 

（１）財務諸表 

追加情報 

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２【訂正事項】



 訂正箇所は＿＿＿線で示しております。 

  

第一部【企業情報】 

第２【事業の状況】 

４【事業等のリスク】 

（訂正前） 

（７）過去の損失計上先送りに係るリスク 

当社が1990年代ころから有価証券投資等にかかる損失計上の先送りを行っており、Gyrus Group PLCの買収に

際しファイナンシャルアドバイザーに支払った報酬や優先株の買戻しの資金並びに国内三社（株式会社アルテ

ィス、NEWS CHEF株式会社および株式会社ヒューマラボ）の買収資金が、複数のファンドを通す等の方法によ

り、損失計上先送りによる投資有価証券等の含み損を解消するためなどに利用されていたことについて、現

在、東京地方裁判所において当社に対する証券取引法違反及び金融商品取引法違反被告事件が係属しており、

それらの手続の経過によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響が及ぶ可能性があります。 

更に当社の不適切な財務報告の結果、当社に対して当社株主等が訴訟を提起しており、今後も様々な株主及び

株主グループが当社への損害賠償を求め、又は訴訟を起こすおそれがあり、当社グループの業績及び財務状況

に影響が及ぶ可能性があります。 

なお、取引金融機関からの融資のうち、上記の損失計上先送りが表明保証条項又はコベナンツ条項に抵触する

ものにつきましては、関係者との協議を行いながら融資継続のご支援をいただくための対応を進める予定とし

ています。 

 

（訂正後） 

（７）過去の損失計上先送りに係るリスク 

当社が1990年代ころから有価証券投資等にかかる損失計上の先送りを行っており、Gyrus Group PLCの買収に

際しファイナンシャルアドバイザーに支払った報酬や優先株の買戻しの資金並びに国内三社（株式会社アルテ

ィス、NEWS CHEF株式会社および株式会社ヒューマラボ）の買収資金が、複数のファンドを通す等の方法によ

り、損失計上先送りによる投資有価証券等の含み損を解消するためなどに利用されていたことについて、現

在、東京地方裁判所において当社に対する証券取引法違反及び金融商品取引法違反被告事件が係属しており、

それらの手続の経過によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響が及ぶ可能性があります。 

更に当社の不適切な財務報告の結果、当社に対して当社株主等が訴訟を提起しており、今後も様々な株主及び

株主グループが当社への損害賠償を求め、又は訴訟を起こすおそれがあり、当社グループの業績及び財務状況

に影響が及ぶ可能性があります。 

なお、取引金融機関からの融資のうち、一部（長期借入金320,000百万円）については、平成24年３月期の第

２四半期決算に係る四半期報告書について金融商品取引法上の提出期限（第２四半期経過後45日以内）を徒過

した事実に加え、上記の損失計上先送りによる財務諸表等の虚偽表示が、表明及び保証条項と確約条項に抵触

しています。このことが当社グループの資金調達及び資金調達コストに悪影響を及ぼす可能性はあるものの、

現在、期限の利益喪失に関わる条項を適用することなく、当該融資を継続していただくよう取引金融機関との

協議を進めており、現時点においては今後も融資継続について引き続き支援してくださると考えています。 

３【訂正箇所】



第５【経理の状況】  

１【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

【追加情報】 

（訂正前） 

１．会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しています。 

２．今後の状況 

 平成23年11月８日の当社の有価証券投資等の損失計上の先送りの発表の結果、国内及び海外（英国、米国を含む）

の捜査当局、監督機関その他の公的機関の調査が開始されており、今後、これらの調査により新たな事実が判明した

場合には、連結財務諸表を訂正する場合があります。 

 また、当社の不適切な財務報告の結果、現在、東京地方裁判所において当社に対する証券取引法違反及び金融商品

取引法違反被告事件が係属しております。更に、当社の不適切な財務報告の結果、当社に対して当社株主等が訴訟を

提起しており、今後も様々な株主及び株主グループが当社への損害賠償を求め、又は訴訟を起こすおそれがありま

す。 

（訂正後） 

１．会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しています。 

２．今後の状況 

 平成23年11月８日の当社の有価証券投資等の損失計上の先送りの発表の結果、国内及び海外（英国、米国を含む）

の捜査当局、監督機関その他の公的機関の調査が開始されており、今後、これらの調査により新たな事実が判明した

場合には、連結財務諸表を訂正する場合があります。 

 また、当社の不適切な財務報告の結果、現在、東京地方裁判所において当社に対する証券取引法違反及び金融商品

取引法違反被告事件が係属しております。更に、当社の不適切な財務報告の結果、当社に対して当社株主等が訴訟を

提起しており、今後も様々な株主及び株主グループが当社への損害賠償を求め、又は訴訟を起こすおそれがありま

す。 

３．長期借入金契約に関する表明及び保証条項と確約条項への抵触 

 取引金融機関からの融資のうち、一部（長期借入金320,000百万円）については、平成24年３月期の第２四半期決

算に係る四半期報告書について金融商品取引法上の提出期限（第２四半期経過後45日以内）を徒過した事実に加え、

上記「２．今後の状況」の損失計上先送りによる財務諸表等の虚偽表示が、表明及び保証条項と確約条項に抵触して

います。 

 現在、期限の利益喪失に関わる条項を適用することなく、当該融資を継続していただくよう取引金融機関との協議

を進めており、現時点においては、今後も融資継続について引き続き支援してくださると考えています。 

  



２【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

【追加情報】 

（訂正前） 

１．会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当期の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しています。 

２．今後の状況 

平成23年11月８日の当社の有価証券投資等の損失計上の先送りの発表の結果、国内及び海外（英国、米国を含む）

の捜査当局、監督機関その他の公的機関の調査が開始されており、今後、これらの調査により新たな事実が判明した

場合には、財務諸表を訂正する場合があります。 

また、当社の不適切な財務報告の結果、現在、東京地方裁判所において当社に対する証券取引法違反及び金融商品

取引法違反被告事件が係属しております。更に、当社の不適切な財務報告の結果、当社に対して当社株主等が訴訟を

提起しており、今後も様々な株主及び株主グループが当社への損害賠償を求め、又は訴訟を起こすおそれがありま

す。 

  

（訂正後） 

１．会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当期の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しています。 

２．今後の状況 

平成23年11月８日の当社の有価証券投資等の損失計上の先送りの発表の結果、国内及び海外（英国、米国を含む）

の捜査当局、監督機関その他の公的機関の調査が開始されており、今後、これらの調査により新たな事実が判明した

場合には、財務諸表を訂正する場合があります。 

また、当社の不適切な財務報告の結果、現在、東京地方裁判所において当社に対する証券取引法違反及び金融商品

取引法違反被告事件が係属しております。更に、当社の不適切な財務報告の結果、当社に対して当社株主等が訴訟を

提起しており、今後も様々な株主及び株主グループが当社への損害賠償を求め、又は訴訟を起こすおそれがありま

す。 

３．長期借入金契約に関する表明及び保証条項と確約条項への抵触 

 取引金融機関からの融資のうち、一部（長期借入金320,000百万円）については、平成24年３月期の第２四半期決

算に係る四半期報告書について金融商品取引法上の提出期限（第２四半期経過後45日以内）を徒過した事実に加え、

上記「２．今後の状況」の損失計上先送りによる財務諸表等の虚偽表示が、表明及び保証条項と確約条項に抵触して

います。 

 現在、期限の利益喪失に関わる条項を適用することなく、当該融資を継続していただくよう取引金融機関との協議

を進めており、現時点においては、今後も融資継続について引き続き支援してくださると考えています。 



 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるオリンパス株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。 

  

連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オリ

ンパス株式会社及び連結子会社の平成24年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

独立監査人の監査報告書 

    平成24年８月９日

オリンパス株式会社     

  取締役会 御中   

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 中島 康晴  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 宮沢  琢  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 吉田 哲也  ㊞ 



強調事項 

１．追加情報「２．今後の状況」に記載されているとおり、平成23年11月８日の会社の有価証券投資等の損失計上の

先送りの発表の結果、国内及び海外（英国、米国を含む）の捜査当局、監督機関その他の公的機関の調査が開始

されており、今後、これらの調査により新たな事実が判明した場合には、連結財務諸表を訂正する場合がある。

また、会社の不適切な財務報告の結果、現在、東京地方裁判所において会社に対する証券取引法違反及び金融商

品取引法違反被告事件が係属している。更に、会社の不適切な財務報告の結果、会社に対して会社株主等が訴訟

を提起しており、今後も様々な株主及び株主グループが会社への損害賠償を求め、又は訴訟を起こすおそれがあ

る。 

２．追加情報「３．長期借入金契約に関する表明及び保証条項と確約条項への抵触」に記載されているとおり、取引

金融機関からの融資のうち、一部については、表明及び保証条項と確約条項に抵触している。  

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は元代表取締役・社長執行役員マイケル・ウッドフォード氏から

労働審判を申し立てられていたが、平成24年５月29日付で同氏との間で和解の合意に至り、平成24年６月８日開

催の取締役会にてこれを承認している。 

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

  

その他の事項 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監

査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成24年６月28日に監査報告書を提出した。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

※ １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 



 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるオリンパス株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第144期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 

  

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オリンパ

ス株式会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

  

独立監査人の監査報告書 

    平成24年８月９日

オリンパス株式会社     

  取締役会 御中   

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 中島 康晴  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 宮沢  琢  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 吉田 哲也  ㊞ 



強調事項 

１．追加情報「２．今後の状況」に記載されているとおり、平成23年11月８日の会社の有価証券投資等の損失計上の

先送りの発表の結果、国内及び海外（英国、米国を含む）の捜査当局、監督機関その他の公的機関の調査が開始

されており、今後、これらの調査により新たな事実が判明した場合には、財務諸表を訂正する場合がある。ま

た、会社の不適切な財務報告の結果、現在、東京地方裁判所において会社に対する証券取引法違反及び金融商品

取引法違反被告事件が係属している。更に、会社の不適切な財務報告の結果、会社に対して会社株主等が訴訟を

提起しており、今後も様々な株主及び株主グループが会社への損害賠償を求め、又は訴訟を起こすおそれがあ

る。 

２．追加情報「３．長期借入金契約に関する表明及び保証条項と確約条項への抵触」に記載されているとおり、取引

金融機関からの融資のうち、一部については、表明及び保証条項と確約条項に抵触している。  

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は元代表取締役・社長執行役員マイケル・ウッドフォード氏から

労働審判を申し立てられていたが、平成24年５月29日付で同氏との間で和解の合意に至り、平成24年６月８日開

催の取締役会にてこれを承認している。 

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

  

その他の事項 

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法

人は、訂正前の財務諸表に対して平成24年６月28日に監査報告書を提出した。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 

※ １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 


